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重要事項説明書 

 
（介護予防）訪問看護 

医療保険訪問看護 

 保険適用外訪問看護 

 
 

 

 

 

 

 

利用者：                様 

 

          

事業者：訪問看護ステーションルーチェ宇都宮砥上 

 

 



１ 事業者（法人）の概要  

名称・法人種別 株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ 

代 表 者 名 代表取締役 北山忠雄 

所在地・連絡先 

〒615-8074 

京都府京都市西京区桂南巽町75-4 

（電話） 075-393-7177 （FAX） 075-381-1011 

 

２ 事業所の概要  

（１）事業所名称及び事業所番号  

事業所名 訪問看護ステーション ルーチェ宇都宮砥上 

所在地・連絡先 

〒320-0852 

栃木県宇都宮市下砥上町1431-4 

（電話）028-648-5777 

（FAX） 028-647-1771 

事業所番号  0960190866 

管理者の氏名  加藤 幸江 

 

（２）事業所の職員体制と職務内容 

従業者の職種 
人数 

（人） 

区  分 

常勤(人) 非常勤(人) 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 1 0 1 0 0 

看護職員(看護師) 17 7 0 10 0 

看護職員(准看護師) 0 0 0 0 0 

 

職 職 務 内 容 

管理者 

1 主治医の指示に基づき適切な（介護予防）訪問看護が行われるよう必要な管

理を行います。 

2 （介護予防）訪問看護計画書及び（介護予防）訪問看護報告書の作成に関し、

必要な指導及び管理を行います。 

3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 
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1 （介護予防）訪問看護の提供の開始に際し、主治医から文書による指示を受

けるとともに、主治医に対して（介護予防）訪問看護計画書及び（介護予防）

訪問看護報告書を提出し、主治医との密接な連携を図ります。 

2 主治医の指示に基づく（介護予防）訪問看護計画の作成を行うとともに、利

用者等への説明を行い同意を得ます。 

3 利用者へ（介護予防）訪問看護計画を交付します。 

4 訪問日、提供した看護内容等を記載した（介護予防）訪問看護報告書を作成

します。 

5 （介護予防）訪問看護の実施状況の把握及び（介護予防）訪問看護計画の変

更を行います。 

6 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう

に指導又は説明を行います。 

7 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努

め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。 

8 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図りま

す。 

看護職員 

（看護師・ 

准看護師） 

1 （介護予防）訪問看護計画に基づき、（介護予防）訪問看護のサービスを提

供します。 

2 訪問日、提供した看護内容等を記載した（介護予防）訪問看護報告書を作成

します。 

 

（３）通常の事業の実施地域  

通常の事業の実施地域 宇都宮市 

  ※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。  

 

（４）営業日・営業時間等 

営 業 日 月曜日から金曜日（定休日：土・日） 

ただし、年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)、 

を除く。 

営 業 時 間 8 時 30 分から 17 時 30 分 

サ ー ビ ス 提 供 日        月曜日から日曜日 

サ ー ビ ス 提 供 時 間 0 時から 24 時 

（上記時間以外のサービス提供は要相談ください） 

 

  



３ サービスの内容  

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

（介護予防）訪問看護計画の

作成 

主治医の指示及び利用者に係る介護支援専門員が作成したケアプラ

ンに基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、

援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた（介護予防）訪

問看護計画を作成します。 

（医療保険）訪問看護計画

の作成 

主治医の指示書に基づき、訪問看護計画を作成します。ケアマ

ネージャーによるケアプランが作成されている場合は、ケア

プラン内容も留意して看護計画書を作成します。 

（介護予防）訪問看護の提供 

（介護予防）訪問看護計画に基づき、（介護予防）訪問看護を提供

します。 

具体的な（介護予防）訪問看護の内容 

① 状態の観察 

② 身体の清潔援助 

③ 床ずれの処置及び指導 

④ カテーテル類の管理 

⑤ リハビリテーション 

⑥ 栄養に関する援助 

⑦ 排泄に関する援助 

⑧ 療養環境の整備 

⑨ 家族への看護指導及び介護支援・相談 

⑩ ターミナルケア 

⑪ 認知症患者の看護 

⑫ その他医師による医療処置や医療機器の管理 

 

４ 費 用  

  介護保険の適用がある場合は、利用者様の負担割合（負担割合証に記載）に応じた負担額とな

ります。 

なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行わ

れない場合があります。その場合、利用者様は１か月につき料金表の利用料金全額をお支払い

ください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス

提供証明書を発行します。 

 

＜介護保険＞ 

■訪問看護（地域区分 １単位：10.42 円） 

サービス提供時間 
サービス

単位 
利用料 

利用者負担

（1割） 

利用者負担

（2割） 

利用者負担

（3割） 

看護師 

による 

場合 

20分未満 314 3,271円 328円 655円 982円 

20分以上 

30分未満 
471 4,907円 491 円 982 円 1,473 円 



30分以上 

１時間未満 
823 8,575円 858 円 1,715 円 2,573 円 

１時間以上 

１時間30分未満 
1,128 11,753円 1,176 円 2,351 円 3,526 円 

准看護師 

による 

場合 

20分未満 283 2,948円 295 円 590 円 885 円 

20分以上 

30分未満 
424 4.418円 442 円 884 円 1,326 円 

30分以上 

１時間未満 
741 7,721円 773 円 1,545 円 2,317 円 

１時間以上 

１時間30分未満 
1,015 10,576円 1,058 円 2,116 円 3,173 円 

 

■訪問看護加算項目 

夜間（午後６時から午後10時）・ 

早朝 (午前６時から午前８時）の加算  
上記の額に１回につき25％加算します。  

深夜（午後10時から午前６時）の加算  上記の額に１回につき50％加算します。 

 

加算 
基本

単位 
利用料 

利用者負担 

算定回数等 1 割 

負担 

2 割 

負担 

3 割 

負担 

緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 

(訪問看護ステーション) 
600 6,252 円 626 円 1,251 円 1,876 円 

1月に 1 回 
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 

(訪問看護ステーション) 
574 5,981 円 599 円 1,197 円 1,795 円 

特別管理加算（Ⅰ） 500 5,210 円 521 円 1,042 円 1,563 円 
1月に 1 回 

特別管理加算（Ⅱ） 250 2,605 円 261 円 521 円 782 円 

ターミナルケア加算 2,500 26,050 円 2,605 円 5,210 円 7,815 円 

死亡日及び死亡

日前14日以内に

2 日以上ターミ

ナルケアを行っ

た場合（死亡月

に 1 回） 

初回加算(Ⅰ） 350 3,647 円 365 円 730 円 1,095 円 
初回のみ 

初回加算(Ⅱ) 300 3,126 円 313 円 626 円 938 円 

退院時共同指導加算 600 6,252 円 626 円 1,251 円 1,876 円 1回あたり 

看護・介護職員連携強化

加算 
250 2,605 円 261 円 521 円 782 円 1月に 1 回 

複数名訪問加算(Ⅰ) 254 2,646 円 265 円 530 円 794 円 

複数の看護師等

が同時に実施し

た場合 30 分

未満（1 回につ

き） 



402 4,188 円 419 円 838 円 1,257 円 

複数の看護師等

が同時に実施し

た場合 30 分

以上（1 回につ

き） 

複数名訪問加算(Ⅱ) 

201 2,094 円 210 円 419 円 629 円 

看護師等が看護

補助者と同時に

実施した場合 

30分未満（1 回

につき） 

317 3,303 円 331 円 661 円 991 円 

看護師等が看護

補助者と同時に

実施した場合 

30分以上（1 回

につき） 

長時間訪問看護加算 300 3,126 円 313 円 626 円 938 円 1回あたり 

専門管理加算 250 2,605 円 261 円 521 円 782 円 1月に 1 回 

口腔連携強化加算 50 521 円 53 円 105 円 157 円 1月に 1 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金（費用は、市町村から交付されれる負担割合証の割合に応じた料金となります。）

円 328 円 655 円 982 円

円 491 円 982 円 1,473 円

円 858 円 1,715 円 2,573 円

円 1,176 円 2,351 円 3,526 円

円 410 円 819 円 1,229 円

円 614 円 1,228 円 1,842 円

円 1,073 円 2,145 円 3,217 円

円 1,470 円 2,939 円 4,408 円

円 491 円 982 円 1,473 円

円 737 円 1,474 円 2,210 円

円 1,287 円 2,574 円 3,861 円

円 1,763 円 3,526 円 5,289 円

２割 ３割

負担割合に相当する自己負担金額

料金

１割 ２割 ３割

負担割合に相当する自己負担金額

1,876

緊急時訪問看護サービスは、利用者又はその家族等に対して24時間緊急連絡体制にあって、か
つ、計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を必要に応じて行います。緊急訪問を
行った場合、毎月の緊急時訪問看護加算の他にサービスの提供時間に応じた利用料が必要で
す。また、１月以内の２回目以降の緊急訪問について、早朝・夜間・深夜帯においは各時間帯
に応じた利用料が算定されます。

参考費用

＜介護＞緊急時訪問看護サービス同意書

円

算定回数
加算

円 円 円緊急時訪問看護加算
１月に１回

※緊急時訪問を行わなくても
毎月加算

6,252 626 1,251

提供時間
提供時間数

昼間

２０分未満

３０分未満

３０分以上１時間未満

１時間以上１時間３０分未満

3,271

料金
（１０割）

１割

4,907

8,575

11,753

4,095

6,137

10,722

14,692

4,907

7,366

12,868

早朝・夜間

２０分未満

３０分未満

３０分以上１時間未満

１時間以上１時間３０分未満

深夜

２０分未満

３０分未満

３０分以上１時間未満

１時間以上１時間３０分未満 17,630

提供時間帯名 早朝 昼間 深夜

午後１０時から
午前６時まで

夜間

午後６時から
午後１０時まで

時間帯
午前６時から
午前８時まで

午前８時から
午後６時まで



■介護予防訪問看護 

サービス提供時間 
サービス

単位 
利用料 

利用者負担

（1割） 

利用者負担

（2割） 

利用者負担

（3割） 

看護師 

による 

場合 

20分未満 303 3,157 円 316 円 632 円 948 円 

20分以上 

30分未満 
451 4,699 円 470 円 940 円 1,410 円 

30分以上 

１時間未満 
794 8,273 円 828 円 1,655 円 2,482 円 

１時間以上 

１時間30分未満 
1090 11,357 円 1,136 円 2,272 円 3,408 円 

准看護師 

による 

場合 

20分未満 273 2,844 円 285 円 569 円 854 円 

20分以上 

30分未満 
406 4,230 円 423 円 846 円 1,269 円 

30分以上 

１時間未満 
715 7,450 円 745 円 1,490 円 2,235 円 

１時間以上 

１時間30分未満 
981 10,222 円 1,023 円 2,045 円 3,067 円 

 

  



■介護予防訪問看護加算項目 

※ 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の

訪問看護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。 

※ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が

利用者様の自己負担となりますのでご相談ください。  

加算 

基

本

単

位 

利用料 

利用者負担 

算定回数等 1 割 

負担 

2 割 

負担 

3 割 

負担 

緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 

（訪問看護ステーション） 
600 6,252 円 626 円 1,251 円 1,876 円 

1月に 1 回 
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 

（訪問看護ステーション） 
574 5,981 円 599 円 1,197 円 1,795 円 

特別管理加算（Ⅰ） 500 5,210 円 521 円 1,042 円 1,563 円 
1月に 1 回 

特別管理加算（Ⅱ） 250 2,605 円 261 円 521 円 782 円 

初回加算(Ⅰ) 350 3,647 円 365 円 730 円 1,095 円 
初回のみ 

初回加算(Ⅱ) 300 3,126 円 313 円 626 円 938 円 

退院時共同指導加算 600 6,252 円 626 円 1,251 円 1,876 円 1回あたり 

複数名訪問加算(Ⅰ) 

254 2,646 円 265 円 530 円 794 円 

複数の看護師等

が同時に実施し

た場合 30 分未

満（1 回につき） 

402 4,188 円 419 円 838 円 1,257 円 

複数の看護師等

が同時に実施し

た場合 30 分以

上（1 回につき） 

複数名訪問加算(Ⅱ) 

201 2,094 円 210 円 419 円 629 円 

看護師等が看護

補助者と同時に

実施した場合 

30分未満（1 回

につき） 

317 3,303 円 331 円 661 円 991 円 

看護師等が看護

補助者と同時に

実施した場合 

30分以上（1 回

につき） 

長時間訪問看護加算 300 3,126 円 313 円 626 円 938 円 1回あたり 

専門管理加算 250 2,605 円 261 円 521 円 782 円 1月に 1 回 

口腔連携強化加算 50 521 円 53 円 105 円 157 円 1月に 1 回 

 

 

 

 



※ 当事業所と同一の建物若しくは同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者又は

当事業所における一月当たりの利用者が 20 人以上居住する建物の利用者に対して(介護予防)

訪問看護を行った場合は、上記金額の 90/100 となります。 

当事業所と同一の建物若しくは同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者の人

数が 1 月あたり 50 人以上の建物に居住する利用者に対して(介護予防)訪問看護を行った場合

は上記金額の 85/100 となります。 

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び介

護予防訪問看護計画に位置付けられた時間数（計画時間数）によるものとします。なお、計画

時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画

の変更の援助を行うとともに(介護予防)訪問看護計画の見直しを行います。 

※ 緊急時(介護予防)訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して 24 時間連絡体制にあって、

かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある旨を説

明し、同意を得た場合に加算します。 

※ 特別管理加算は、指定(介護予防)訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労

働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、指定(介護予防)訪問看護の実施に関する計

画的な管理を行った場合に加算します。なお、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」

とは次のとおりです。 

 

 

なお、特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②～⑤に該当する状態の利用者に対して

訪問看護を行った場合に加算します。 

※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得

て、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定

める状態にあるものは 1 日）以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、

24 時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に算定します。 

その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチン

トン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質

基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3 以上であっ

て生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリー

ブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソ

ゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄

① 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気

管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

② 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静

脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続

陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受

けている状態 

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④ 真皮を超える褥瘡の状態 

⑤ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

 



性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状

態 

※ 初回加算（Ⅰ）は、新規に(介護予防)訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院等から

退院した日に初回の訪問看護を行った場合に算定が可能です。初回加算（Ⅱ）を算定している

場合は、算定できません。なお、退院時共同指導加算を算定する場合は算定しません。 

初回加算（Ⅱ）は、新規に(介護予防）訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院等から

退院した日の翌日以降に初回の訪問看護を行った場合に算定が可能です。初回加算（Ⅰ）を算

定している場合は、算定できません。なお、退院時共同指導加算を算定する場合は算定しませ

ん。 

※ 退院時共同指導加算は入院若しくは入所中の者に対し、主治医等と連携し在宅生活における必

要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に加算します。なお、初回加算を算定す

る場合は算定しません。 

※ 看護・介護職員連携強化加算はたん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画

の作成の支援等を行った場合に算定します。 

※ 複数名訪問看護加算Ⅰは、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する)が同時に介護予防訪問看護を行う場合(利

用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算し、

複数名訪問看護加算Ⅱは、看護師等が看護補助者と同時に訪問看護を行う場合に加算します。 

※ 長時間(介護予防)訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、１回の時間が１時間３０

分を超える(介護予防)訪問看護を行った場合、(介護予防)訪問看護の所定サービス費(１時間

以上１時間３０分未満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた１時間３

０分を超過する部分の利用料は徴収しません。 

※ 主治医(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行

う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から 14 日間に限って、介護保険に

よる(介護予防)訪問看護費は算定せず、別途医療保険による提供となります。 

※ 専門管理加算は、都道府県知事に加算の届出を提出した指定訪問看護事業所の緩和ケア、褥瘡

ケア、人工肛門および人工膀胱ケアにかかわる専門の研修を受けた看護師または特定行為研修

を修了した看護師が、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定単位数に

加算します。 

※ 口腔連携強化加算は、事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利

用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供して

いること。また、利用者の口腔状態の評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号

C000 に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の

指示を受けた歯科衛生士が、事業所職員からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書

等で取り決めている場合に加算します。 

※ 緊急時訪問看護加算は利用者や家族からの電話などに常時対応できる体制にある訪問看護事業

所が、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合に、利用者の

同意を得て、1 月につきいずれかの区分に応じた単位数を 1 回目の訪問看護に加算します。 

 

 

以上については、<訪問看護><介護予防訪問看護>共通の説明とする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金（費用は、市町村から交付されれる負担割合証の割合に応じた料金となります。）

円 316 円 632 円 948 円

円 470 円 940 円 1,410 円

円 828 円 1,655 円 2,482 円

円 1,136 円 2,272 円 3,408 円

円 395 円 790 円 1,185 円

円 588 円 1,176 円 1,763 円

円 1,035 円 2,070 円 3,105 円

円 1,421 円 2,841 円 4,261 円

円 475 円 949 円 1,423 円

円 706 円 1,411 円 2,117 円

円 1,241 円 2,482 円 3,723 円

円 1,704 円 3,408 円 5,111 円

12,410

１時間以上１時間３０分未満

提供時間帯名 早朝 昼間 夜間 深夜

時間帯
午前６時から
午前８時まで

午前８時から
午後６時まで

午後６時から
午後１０時まで

午後１０時から
午前６時まで

17,036

深夜

２０分未満

３０分未満 5,876

３０分以上１時間未満 10,347

１時間以上１時間３０分未満 14,202

4,741

３０分未満 7,054

３０分以上１時間未満

昼間

２０分未満 3,157

３０分未満 4,699

３０分以上１時間未満 8,273

１時間以上１時間３０分未満 11,357

早朝・夜間

２０分未満 3,949

提供時間
提供時間数

料金
（１０割）

負担割合に相当する自己負担金額

１割 ２割 ３割

円 1,251 円 1,876 円緊急時訪問看護加算
１月に１回

※緊急時訪問を行わなくても
毎月加算

6,252 円 626

＜介護予防＞緊急時訪問看護サービス同意書

緊急時訪問看護サービスは、利用者又はその家族等に対して24時間緊急連絡体制にあって、か
つ、計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を必要に応じて行います。緊急訪問を
行った場合、毎月の緊急時訪問看護加算の他にサービスの提供時間に応じた利用料が必要で
す。また、１月以内の２回目以降の緊急訪問について、早朝・夜間・深夜帯においは各時間帯
に応じた利用料が算定されます。

参考費用

加算
算定回数 料金

負担割合に相当する自己負担金額

１割 ２割 ３割



＜医療保険＞ 

 訪問看護 

  保険によってご負担割合（１～3 割）が変わります。 

  下記料金表の料金は、10 円未満は四捨五入して算出しております 

サービス内容 料金 

訪問看護基本療養費 
週 3日まで 5,550円 

週 4日まで 6,550円 

訪問看護管理療養費 

（初回） 7,670円 

2回～12 回（但し状態により 13 回以降の算定

可能) 2,500円 

 

 

 

サービスの加算料金 

加 算 項 目 料金 

緊急訪問看護加算 

利用者や家族等の緊急の求めに応じて、主治医の指示により緊急で訪問看

護を実施する場合 

月 14日目まで 

2,650円 

月 15日目以降 

2,000円 

難病等複数回訪問加算 

基準告示第２の１に規定される疾病の利用者、特別訪問看護指示書が交付

された利用者に対して、１日に２回または３回以上訪問看護を実施する場

合 

4,500円 / 8,000円 

長時間訪問看護加算(１回につき) 

特定の利用者に対して、１回の訪問看護の時間が 90 分を超えた場合。 
5,200円 

複数名訪問看護加算（週 1 回） 

１人の看護師等による訪問看護が困難な場合、複数名の看護師等で訪問看

護を実施する場合 

4,500円 

複数名訪問看護加算 

同時に複数の看護師が指定訪問看護を必要とする者（厚生労働大臣が定め

る状態にある方）に対して利用者や家族の同意を得て指定訪問看護を行な

った場合。 

週 1回目 4,500 円 

週 2回目以降        

3,000円 

夜間・早朝訪問看護加算   

午後 6：00 ～ 午後 10：00 / 午前 6：00 ～ 午前 8：00 

深夜訪問看護加算   

午後 10：00 ～ 午前 6：00 

2,100円 

 

4,200円 

24 時間対応体制加算（1 月につき） 

24 時間連絡対応、計画にない緊急時の訪問をご希望の場合 
6,800円 

特別管理加算(1 月につき) 

特別な管理を必要とする利用者様（厚生労働大臣が定める状態にある方）

に対してサービスの実施にあたり計画的な管理を行う場合 

2,500円 / 5,000円 



退院時共同指導加算（月に 1 回か 2 回） 

退院（退所）前に療養上の指導を行った場合 
8,000円 

特別管理指導加算 

特別管理加算対象の利用者様に対して、退院（退所）前に療養上の指導を

行った場合 

2,000円 

退院支援指導加算 

基準告示第２の１に規定される疾病の利用者様に対して、退院日に療養上

の指導を行った場合 

6,000円 

在宅患者連携指導加算（月 1 回） 

在宅で療養しており通院困難な利用者様に対して、医療機関と情報を共有

して指導を行った場合 

3,000円 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月 2 回まで） 

在宅での療養中に、状態の急変や診療方針の変更があり共同でカンファレ

ンスを行い、利用者や家族などに対して指導を行った場合 

2,000円 

看護・介護職員連携強化加算（月 1 回） 

喀痰吸引等に関して、介護職員等に対して主治医の指示のもと、必要な支

援を行う場合 

2,500円 

専門管理加算（1 月につき） 

緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア・人工膀胱ケアに係る専門の研修を 

修了した看護師、又は特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を 

行った場合 

2,500円 

DX 情報活用加算 

オンライン資格確認により、利用者の情報を取得したうえで訪問看護の実

施に関する計画的な管理を行った場合、月に 1 回に限り算定可能 

50円 

訪問看護情報提供療養費１ 

算定対象者について、市区町村、指定特定相談支援事業者からの求めに応

じて情報提供を行った場合 

1,500円 

ターミナルケア療養費 （死亡月） 

利用者様がご逝去された日を含む前 14 日以内に、2 回以上のターミナルケ

アを行なった場合 

25,000円 

訪問看護情報提供療養費(１回につき) 

市町村等に対して、必要な情報を提供した場合 
1,500円 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）（月１回） 

訪問看護管理療養費（月の初日の訪問）を算定する利用者 1 人につき月 1

回に限り算定可能 

780円 



訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）1～18（月１回） 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）で算定される金額の見込みが、「対象

職員の給与総額」から「医療保険の利用者割合」を乗じた数の 1.2%未満

（1 分 2 厘未満）である場合、月 1 回に限り算定可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 10円 

２ 20円 

３ 30円 

４ 40円 

５ 50円 

６ 60円 

７ 70円 

８ 80円 

９ 90円 

１０ 100円 

１１ 150円 

１２ 200円 

１３ 250円 

１４ 300円 

１５ 350円 

１６ 400円 

１７ 450円 

１８ 500円 

＊上記加算の他、退院時共同指導加算等必要に応じて合算します。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金

参考費用

１月に１回
※緊急時訪問を行わな

くても毎月加算

計画外の訪問を行った場合に加算
（月14日目まで）

計画外の訪問を行った場合に加算
（月15日目以降）

夜間（午後６時から午後１０時）

早朝（午前６時から午前８時）

1,260円深夜訪問看護加算

深夜
（午後１０時から午前６時） 4,200円 420円 840円

2,040円

265円 530円 795円

200円 400円 600円

<医療＞　緊急時訪問看護同意書

夜間・早朝訪問看護加算 2,100円

6,800円

2,650円

2,000円

210円 420円 630円

680円 1,360円24時間対応体制加算

緊急時訪問看護加算

緊急時訪問看護サービスは、利用者又はその家族等に対して24時間緊急連絡体制にあって、か
つ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行います。緊急時訪問を
行った場合、サービスの提供時間に応じた利用料が必要です。また、早朝・夜間・深夜帯にお
いては、各時間帯に応じた加算が算定されます。

（費用は、各保険証の割合に応じた料金となります。）

加算 算定回数等
利用料
（10割）

負担割合に相当する
利用者負担金額

1割 2割 3割



ターミナルケア加算・療養費に関する説明と同意書 

 

当訪問看護ステーションは、ご利用者様が可能な限りその人らしく、最期まで安心して過ご

せるよう、多職種（医療・介護・福祉専門職等）と連携し、療養および介護について、ご利用

者様・ご家族様へ十分な説明を行い、合意に基づいた支援を行います。 

ターミナルケアの実施にあたっては、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決

定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、ご利用者様の意思決定を基本とし、ご

本人・ご家族と十分に話し合い、関係機関と連携して対応いたします。 

 

【算定要件】 

介護保険におけるターミナルケア加算、または医療保険におけるターミナルケア療養費

は、以下の要件をすべて満たす場合に算定されます。  

o 死亡日および死亡日前 14 日以内に、2 日以上ターミナルケアを行った場合

（ターミナルケア実施中に、ご利用者様が医療機関へ搬送され、24 時間以内

に死亡した場合を含む）。 

o 医療保険での訪問看護の場合、退院日にターミナルケアに係る療養上の必要

な指導を行った場合は、退院支援指導加算を算定要件の 1 回とみなします。 

o 24 時間連絡が取れる体制を確保しており、必要に応じて訪問看護が可能な体

制を整備していること。 

o 主治医と連携し、訪問看護におけるターミナルケア計画および支援体制につ

いて、ご利用者様およびご家族等に説明し、同意を得てターミナルケアを行

っていること。 

o ターミナルケアの提供について、ご利用者様の心身状況の変化など必要な事

項を適切に記録していること。 

o 1 人のご利用者様に対し、1 つの訪問看護ステーションのみが、死亡月に算定

できること。 

 

【算定単位・金額】 

o 介護保険：ターミナルケア加算 2,500 単位 

o 医療保険：ターミナルケア療養費 25,000 円 

 

 

私は、人生の最終段階におけるターミナルケアについて説明を受け、その内容に同意します。

また、ターミナルケア加算・療養費の算定についても同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜保険適用外サービス訪問看護＞ 

【自費料金一覧】※料金については全て税抜表記 

自費サービス料金表 

訪問看護等 

サービスの内容 

提供時

間 
時 間 区 分 

利 用 料 

月～金曜日 
土・日曜日 

祝日 

訪問看護等 

2 時間以内 

10 分 日中(9 時-18 時) 1,340 円 1,670 円 

30 分 

日中(9 時-18 時) 4,000 円 5,000 円 

夜間・早朝(18 時-22 時・6 時-9 時) 5,000 円 6,000 円 

深夜(22 時-6 時) 6,000 円 7,000 円 

訪問看護等 

2 時間を超えた部分 

10 分 日中(9 時-18 時) 1,000 円 1,340 円 

30 分 

日中(9 時-18 時) 3,000 円 4,000 円 

夜間・早朝(18 時-22 時・6 時-9 時) 4,000 円 5,000 円 

深夜(22 時-6 時) 5,000 円 6,000 円 

 

＜その他の利用料金＞ 

訪問看護、介護予防訪問看護の利用料金については、上記料金表を参照ください。 

 

（1）介護保険給付対象外サービス 

介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。 

複 写 物 1 枚につき 10 円 

 

（2）交通費 

通常の事業の実施地域範囲は無料です。実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。 

交通費 

各種交通機関を使用した場合 実施地域を越えた地点から実費 

自動車を使用した場合 
実施地域を越えた地点から 1kmにつき10

円 

 

（3）死後の処置 

死後の処置 21,000 円 

 

(4）キャンセル料金 

サービス提供の前日午後５：３０までにご連絡がなかった場合       2,000 円 

ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。 

キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。 

（急病等で、やむを得ない場合はこの限りではありません） 

 

（5）利用料金などのお支払方法 

毎月、月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月 10 日より請求致しますので、あらかじめ

指定された方法でお支払いください。（金融機関引落しは 23 日） 



 

５ サービスの利用方法 

（1） サービスの利用開始 

ご利用者様、ご家族様又はケアマネジャーより依頼を受け、重要事項説明書の説明同意後、

契約を結びます。 

契約を結んだ後、ご利用者様、ご家族様と面談して、情報収集を行います。 

介護支援専門員の作成する居宅サービス計画書に基づいて訪問介護計画を作成し同意を得た

上でサービス提供を開始致します。 

（2） サービスの終了 

① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の 2 週間前までに、文書でお申し出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合がありま

す。 

その場合は、終了日の 2 ヶ月前までに、文書で通知いたします。 

③ 自動終了（以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します） 

・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕若

しくは要支援と認定された場合 

・ご利用者様が亡くなられた場合 

④ 契約解除 

・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様

やご家族様などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場

合、文書で通知する事で、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。  

・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを 2 ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告し

たにも関わらず 14 日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に

対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで当事業

所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。 

⑤その他 

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェック

の結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 

・サービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場

合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。 

・ご利用者様に他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかに

なった場合は、速やかに事業所に連絡してください。 

 

６ 緊急時の対応方法 

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、速やかに

主治医・親族・居宅介護支援事業者などへ連絡する等の必要な措置を講じます。必要に応じて救

急隊の要請を行います。緊急時訪問体制を整えていますので 24 時間対応ができます。  



７ 事故発生時の対応方法 

１ 当事業所におけるサービス提供中に事故があった場合は、利用者様の状態を確認し、速やかに

必要な処置を行います。 

２ 当該事故の状況及び事故に対して行った処置は、「事故報告書」に記録し、利用者のご家族様、

市町村、栃木県への報告をいたします。 

また必要に応じて、主治医、ケアマネジャー、関係機関各所への連絡を行います。 

３ サービス提供にあたり賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに当事業所が加入する賠償保

険に基づき損害を賠償いたします。（生活援助中の身体の事故はその限りではありません。） 

４ 当事業所の管理者及び従事者は、当該事故の内容・原因を究明し、事故再発防止に努めます。 

 

８ 秘密の保持 

１ 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。これは、利用

者との契約終了後も同様とします。 

２ 従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する

旨を従業者との誓約書の内容とします。 

 

 

９ 個人情報の保護 

１ 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成

した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し

適切な取り扱いに努めるものとします。 

２ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の

家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとします。 

 

１０第三者評価事業 

 サービス提供の開始にあたり、利用者の適切なサービス選択に資するための情報提供の公表及び

質の向上を踏まえ、事業者は利用者に対して「第三者評価の実施の有無」「実施した直近の年月日」

「実施した評価期間の名称」「評価期間の開示状況」を説明する義務があります。 

 

第三者評価の実施の有無 無 

実施した直近の年月日 無 

実施した評価期間の名称 無 

評価期間の開示状況 無 

 

１１ 非常災害対策 

非常災害等の発生の際に、その事業を継続することができるよう、他の社会福祉施設と連携・協力

します。 

 

１２ 虐待防止のための措置、人権擁護  

１ 事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため、次の措置を講じるものとします。 

(1)虐待の防止に関する責任者の選定 

(2)従業者への虐待防止に関する研修の実施 

(3)その他虐待防止のために必要な措置 



２ 事業者は、当該事業所の従業者又は養護者（日常的に世話をしている家族、親族、同居人

など利用者を現に養護する者）により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに市町村に通報します。 

また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が行う調査等に協力します。 

 

１３ 暴力団員の排除 

１ 指定介護事業所を運営する法人の役員及び介護事業所の管理者その他の従業者は、暴力団

員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6

号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。）であってはならない。 

２ 指定介護事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けません。 

 

１４ 記録の整備 

事業者は、訪問介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から 2 年間保管します。 

 

１５ 苦情処理の体制 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事業所又は施設名 訪問看護ステーションルーチェ宇都宮砥上 

申請するサービス種類 訪問介護・総合事業 

 

(ア)  利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

相談・苦情等に対応する常設の窓口を設置し、担当者の配置を行う。 

 担当者が不在の場合は、担当者以外のスタッフでも、基本的事項については対応できる様に、 

 相談・苦情対応表を事業 所で作成し、表にそって対応する体制を整える。 

 事後に担当者が責任を持って対応する。 

  

  訪問看護ステーションルーチェ宇都宮砥上：TEL 028-648-5777 FAX 028-647-1771 

  受付対応時間：8：30～17：30   

  受付対応曜日：月～金曜日 

  担当者：加藤 幸江 

 

・栃木県国民健康保険団体連合会介護福祉課 電話 028-643-5400 

・宇都宮市役所高齢福祉課          電話 028-632-8989 

 

(イ) 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

苦情を受けた職員（対応者）が、苦情報告書へ記入し、担当職員、管理者へ報告を行う。 

 管理者は事実調査と対応方法検討。当社の不手際である場合、迅速に改善策を立て、 

 必要であれば全職員に周知し、関係された方々にお詫びをし、改善策を実行する。 

  

 担当職員及び管理者は、苦情が上がってきた当日中に先方に電話し訪問のアポを取る。 

 訪問し事実の報告と改善対応方法を報告し深くお詫び。 

 （基本、当日中に訪問する。受け時間が夜の場合、翌日中に訪問する。） 

 

 担当者が全課程を記録し、5 年間保存する。今後同様の問題が生じないよう適宜確認を行う。 

 会議を行い再発防止に努める。場合によっては、行政窓口を紹介する。 



(ウ) 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等（居宅介護支援事業者の場合記入） 

 （居宅介護支援事業者ではない） 

 

(エ) その他参考事項 

苦情・相談・事故対応マニュアルを作成し、勉強会を通じて全職員に徹底。 

 また、事業所内でいつでも閲覧できるように設置。 

 

 

【会社の概要】 

社 名        株式会社 T.S.I 

資本金        378,178,000 円 

設 立        平成 22 年 2 月 

所在地    京都市西京区桂南巽町 75-4 

代表者    北山 忠雄 

 

【事業内容 】 

訪問介護・総合事業訪問介護・居宅介護支援事業・訪問看護・介護予防訪問看護 

サービス付き高齢者向け住宅事業  

 

 

 

 

 

  



 

 

 訪問看護について、重要事項説明書に基づいて説明致しました。 

 

 

【事業者】   

所在地 ：  京都市西京区桂南巽町 75-4 

 

社   名：  株式会社 T.S.I 

 

代表者：  北山 忠雄              印 

 

 

【事業所】  

 

所在地 ： 栃木県宇都宮市下砥上 1431-4 

 

事業所名： 訪問看護ステーション ルーチェ宇都宮砥上 

（指定番号：0960190866） 

 

 

担当者 加藤 幸江 より、重要事項説明書の内容について説明を受けました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

【ご本人】住 所                           

 

氏 名                印 

 

【代理人】住 所                              

 

氏 名                 印（続柄    ） 

 

署名代行理由： 

 

 


